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１．年間労働時間 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると、事業所規模 5 人以上では、2007
年（平成 19 年）の年間総実労働時間は、全国平均が 1,808 時間で、前年と比べ

3 時間減少した。大阪でも 1,792 時間で、前年と比べ 10 時間減少した。また、

大阪府の規模 30 人以上では、1,812 時間で、前年と比べ 32 時間減少した。 
次に、大阪の年間所定内労働時間の推移を見ると、事業所規模 5 人以上では、

2007 年（平成 19 年）は 1,669 時間で、前年に比べ 15 時間減少した。また、事

業所規模 30 人以上では、1,666 時間で、前年に比べ 30 時間減少した。 
所定外労働時間については、事業所規模 5 人以上では、2007 年（平成 19 年）

は 123 時間で、前年に比べ 5 時間増加した。一方、30 人以上では、146 時間で、

前年に比べ 2 時間の減少となった（図表Ⅲ－２－７）。 
大阪府総合労働事務所の「平成 19 年度大阪府労働関係調査」では正社員の労

働時間を調べているが（厚生労働省統計ではパートタイム労働者を含んでいる）、

それによれば 2007 年（平成 19 年）の大阪府における正社員の年間総実労働時

間は、2,120 時間 27 分と前年に比べて 13 時間 52 分長くなっている。 
これを、企業規模別にみると、｢30 人～99 人規模｣で 2,132 時間 54 分と最も

長く、最も短い「100 人～499 人規模」2,085 時間 47 分との差は 47 時間 7 分と

なっている。また、産業別に見ると、「飲食店･宿泊業」が 2,308 時間 49 分と最

も長く、最も短い「複合サービス事業」の 1,844 時間 50 分との差は 463 時間

59 分となっている（図表Ⅲ－２－８）。 
 

 



 
 

２．週所定内労働時間 

2007 年（平成 19 年）7 月末現在、事業所平均の週所定内労働時間は 39 時間

9 分となっており、2006 年（平成 18 年）の 38 時間 49 分に比べ 20 分長くなっ

ている（図表Ⅲ－２－９）。なお、1997 年（平成 9 年）4 月 1 日から、これまで

適用が猶予されていた事業所についても週40時間労働制が全面的に適用されて

いる。 
週所定内労働時間が 40 時間以下である企業の割合は全体の 94.0％を占めて

いる。 
これを企業規模別に見ると、「1000 人以上規模」が 98.0％に対し、「30～99

人規模」では 90.7％となっており、格差は 7.3 ポイントとなっている（図表Ⅲ

－２－10）。 
産業別にみると、「情報通信業」「金融・保険業」｢不動産業｣で 100.0％となっ

ているのに対し、「飲食店・宿泊業」では 83.3％と最も低くなっている（図表Ⅲ

－２－11）。 
 



 
 

 



３．週休２日制の普及状況 

週休 2 日制の普及状況について、全国の状況を厚生労働省「平成 19 年就労条

件総合調査」からみると、何らかの週休 2 日制（完全週休 2 日制、その他の週

休 2 日制）を実施している企業の割合は、2007 年（平成 19 年）1 月 1 日現在

の状況では88.8％となっており、前年比0.6ポイント低下した（図表Ⅲ－2－12）。 
完全週休 2 日制の実施企業割合は 39.3％と、前年に比べ 0.3 ポイント低下し

ている。完全週休 2 日制の実施企業割合は、企業規模による格差が大きく、企

業規模が「1,000 人以上」が 72.3％であるのに対し、「30～99 人」では 35.0％
にしか達していない（図表Ⅲ－2－13）。 
何らかの週休 2 日制の適用を受けている労働者の割合は 91.8％、「完全週休２

日制」では 59.1％であり、労働者の過半数は完全週休 2 日制となっている（図

表Ⅲ－2－14）。 
また、大阪の週休体制の状況を正社員でみると、「週休 2 日制」が 90.7％と最

も高く、次いで「週休 1 日制」4.7％、「週休 1 日半制」2.6％、「週休 2 日制を

超える週休制」2.0％の順となっており、「週休 2 日制以上」を実施している企

業の割合は全体の 92.7％となっている。これを企業規模別にみると、「週休 2 日

制以上」を実施している企業は、「1,000 人以上」が 98.4％であるのに対し、「30
～99 人」では 89.6％になっている。 
また、産業別にみると、「週休 2 日制」が、「情報通信業」、「金融・保険業」、

「不動産業」、「複合サービス業」では 100％となっている。一方、「教育、学習

支援業」、「医療、福祉」は、それぞれ 75.6％、84.3％にとどまっている（図表

Ⅲ－２－15）。 

 
 
 
 
 



 

 



４．年次有給休暇取得状況 

年次有給休暇の取得状況について、全国の状況を厚生労働省「平成 19 年就労

条件総合調査」からみると、平成 18 年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇

日数（繰越日数を除く）は、労働者一人平均 17.7 日となっており、うち労働者

が取得した日数は 8.3 日で、前年に比べ 0.1 日減少した。また、取得率（付与日

数に対する取得日数の割合）は 46.6％となり、前年に比べ 0.5 ポイント低下し

た（図表Ⅲ－2－16）。 
府内の状況を「平成 19 年度大阪府労働関係調査」からみると、１年間の正社

員の年休付与日数（繰越日数を除く）は 18.00 日、取得日数は 8.79 日、取得率

は 48.8％となっている。 
また、パートタイム労働者では、年休付与日数 11.73 日、取得日数 7.71 日、

取得率 65.7％、契約社員では、年休付与日数 13.58 日、取得日数 8.57 日、取得

率 63.1％となっている（図表Ⅲ－２－17）。 
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